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貧困層支援協議グループ

　貧困層支援協議グループ（CGAP）は27の国際開発機関および

二国間ドナー、そして民間開発機関 2社からなるコンソーシアム

で、開発途上国において貧しい人々のための金融システムを構築す

べく協力している。CGAPがめざすのは、貧しい人々が各国の金

融システムの正当な顧客とみなされる世界である。このビジョンを

実現するため、CGAPは助言、基準および優良事例を含む幅広い

サービスを公共・民間セクター双方の開発機関、金融サービス提供

者および政府に提供している。そのユニークな構造と、貧困層向け

の持続可能な金融システムを構築するというユニークな目標によ

り、CGAPは基準や優良事例に関する世界的コンセンサスを醸成

する重要な討論の場となり、世界中のマイクロファイナンス・コ

ミュニティの情報センター兼諮問グループとして活躍している。

　CGAPは幅広い需要主導型の金融サービスを提供する多様な金

融機関を開発し、金融の透明性を向上させ、政策と規制の枠組みを

強化し、ドナーの開発効果を改善すべく努力を続けてきた。2002

年に開始された「マイクロファイナンス・ドナー相互評価」は、ド

ナーの手続、慣行とシステムの改善をめざす大型イニシアティブで

ある。

　CGAPは世界中のマイクロファイナンス・コミュニティおよび

加盟機関との情報交換のため、総合的なウェブサイト

（www.cgap.org）を運営している。ADBは1995年にCGAPが

創立された当初からのメンバーである。ADBはCGAPの貧困ア

ウトリーチ・イニシアティブを拡大するため2001年に地域技術援

助を提供し、相互評価にも積極的に参画している。

層向けの制度化された金融サービスに対する膨大な潜在需

要と供給の大きなギャップを持続可能なかたちで埋めるこ

とが、金融サービス開発の中心課題である。

　他の多くのドナー機関と同様、ADBも長年にわたってマ

イクロファイナンスを支援してきた。ADBは1988年から

1999年までに 14件（合計 2億 6,010万ドル）のマイクロ

ファイナンス事業、マイクロファイナンスのコンポーネン

トを含む 13件のプロジェクト（約 1億 679万ドル）、45件

の技術援助プロジェクト（約 2,442万ドル）を承認した。

ADBは業界のあり方が年とともに変化してきたことを認識

し、1999年に「マイクロファイナンス開発戦略」の作成を

開始、2000年5月に承認した（次ページの囲み記事を参照）。

この戦略は一貫性のある包括的な枠組みを提供し、開発途

上加盟国との政策対話を含む、ADBのマイクロファイナン

ス業務の指針を示すものである。同戦略はまた、域内の持続

可能なマイクロファイナンスを支援するというADBの固い

決意を利害関係者にはっきりと表明するものでもある。

金融機関によるマイクロファイナンス活動の範囲は非常に

限られているからだ。ADBのビジョンは貧困のない地域で

ある。人口の大半に対して金融サービスへのアクセスを拒

否することは、このビジョンとはまったく相容れない。金融

サービスへのアクセスを拡大することは、貧困を撲滅しミ

レニアム開発目標を達成するために不可欠である。

　貧困層支援協議グループ（CGAP）の最近の推定による

と、アジアのマイクロファイナンス機関には約 4,100万の

貸付勘定と9,800万の預金勘定がある2。さらに、郵便貯蓄

銀行、地方開発銀行や協同組合などの、社会的使命を帯びた

代替金融機関（AFIs）もマイクロファイナンス・サービス

を提供しているが、そうした機関のサービスを受けている

貧困世帯の数を推測することは困難である。これらの機関

の多くはまた、貧しい人々が要求する振替、保険や支払と

いった幅広いサービスを提供しない。金融サービスはそれ

だけで人々を貧困から脱出させる特効薬とはならないが、

貧困削減と密接な関係があるため、貧困層のための金融シ

ステムを開発アジェンダの中心に据えることには十分な正

当性がある。CGAPがそうしたシステムを構築すべく努力

しているのはそのためである（右の囲み記事を参照）。

　マイクロファイナンス業界は過去30年間にわたって進化

してきた。1980 年代前半、同業界の主役は非政府組織

（NGO）であった。NGOは革新的なプログラムを実験し、

貧困層に金融サービスを提供する上での市場および政府の

失敗と解釈された問題に対処しようとした。NGOは外部か

らの無償資金に強く依存していた。事実、ADB最初のマイ

クロファイナンス事業はフィリピンのNGOマイクロファ

イナンス機関を支援するものであった。NGO事業のいくつ

かは、旗艦プログラムとも言うべきものに成長した。バング

ラデシュのグラミン銀行はおそらく最もよく知られており、

BRACはバングラデシュのみならず全世界でこの業界の最

大手となった3。こうした組織の目覚ましい成果により、開

発コミュニティ全体がマイクロファイナンスに強い関心を

寄せるようになった。

　こうした組織や類似組織の成功にもかかわらず、貧困層

の大半はいまだにインフォーマルな資金源や自己資金に頼

らざるを得ず、そのどちらによっても経済的機会を十分に

活用することはできない。インフォーマル市場のローン金

利（年率 120%を超えることも多い）は生産的な活動への

投資インセンティブをつみ取ってしまうし、自己資金に

頼っていては、貧困世帯は新しい技術を活用できない。貧困
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　戦略の採択後、ADBの援助は厳格に定義されたマイクロ

クレジット事業に対する支援から、貧困層向け金融システ

ムの構築にシフトした。2000年から 2004年にかけて、10

件のマイクロファイナンス貸付プロジェクト（計3億5,080

万ドル）およびマイクロファイナンスのコンポーネントを

含む 16件のプロジェクト（約 1億 3,102万ドル）が承認さ

れた。ADBはまた、7カ国の政府にマイクロファイナンス

事業を準備するための資金援助を提供し、12カ国の様々な

レベルにおける能力開発のため21件の技術援助（助言）プ

ロジェクトを実施した。津波災害により、低所得層の要求に

応える包容力のある金融システムの必要性はさらに高まっ

た。多数の死者が出ただけでなく、津波により30万を超え

る世帯の生計が破壊され、貧困世帯が最も深刻な被害を受

けた。彼らの生計を修復するには、生存者のニーズを満たす

べく設計された特別な金融サービス体制と無償援助との革

新的な組み合わせが必要となる。

　マイクロファイナンスに対する見方は世界規模で変化し

つつある。「マイクロファイナンス」という言葉の意味さえ

変わった。CGAPによれば4、わずか数年前には「効果的な

担保代替物を用いて零細企業家に短期運転資本を貸し付け、

回収する信用供与手法」という意味であった。「マイクロ

ファイナンス」という用語は現在では、マイクロクレジット

のみならず、貯蓄、保険や送金をも含む幅広い金融サービス

を包含する。マイクロファイナンスの対象集団に対する見

方も近年拡大し、低所得の男性、女性と児童、そして最貧困

層が含まれるようになった。最貧困層が含まれるように

なったことには、マイクロファイナンスとミレニアム開発

アジア開発銀行マイクロファイナンス開発戦略

目標の達成とのつながりに対する認識の高まりが影響した

ようである。もうひとつの大きな変化は、マイクロファイナ

ンス・サービスが開発コミュニティに限定され特別なマイ

クロファイナンス機関によってのみ行われるべきニッチ市

場活動とは見られなくなったことである。現在では、マイク

ロファイナンスのポテンシャルを十分発揮させるためには、

膨大な人的・物的・資金的資源と管理ノウハウを有する開発

途上国の金融システムとの完全な統合が不可欠と考えられ

ている。

　貧困削減のパラダイムも、市場主導のアプローチに向

かってシフトしつつある。より広いビジネスの世界では、製

品やサービスを革新的な方法で貧困層に届けるという点で

多国籍企業を含む大手企業がかなりの成功を収めており、

そうした企業の数が増えつつある5。この事実は大規模かつ

商業的なマイクロファイナンスが可能であることを再確認

するものであり、民間セクターの関心が強まっている。

　今日のマイクロファイナンス業界は、貧困層向け金融

サービスに関する問題をできる限り効果的に解決しようと

する利害関係者の努力を反映している。政策環境と金融イ

ンフラにおけるマクロレベルの変化には、法律、規制および

監督の枠組みが含まれる。ミクロレベルの変化には、業界の

構成、商品およびサービス、提供の仕組み、潜在市場、そし

て市場との関与の方法が含まれる。アジア地域のマイクロ

ファイナンス業界では近年、少なくとも 5つの重要な変化

が起きている。(i)多くの国で中央銀行がマイクロファイナ

ンスをより積極的に推進するようになった、(ii)サービス提

　制度化されたマイクロファイナンスは、

ドナーおよび実験的信用プロジェクトの専

門領域とみなされた時期もあるが、その後

何年もかけて進化を遂げ、持続可能なサー

ビスとかなりの拡大機会が見込める産業へ

と発展した。ADBはこのポテンシャルを利

用するために「マイクロファイナンス開発

戦略」を策定した。目標は、貧困・低所得世

帯およびその零細企業の大半に対して制度

化された金融サービスへの恒久的アクセス

を確保することである。戦略の焦点は以下

の通り。

(i) マイクロファイナンスが発展しやすい

政策環境の創造

(ii) 金融インフラの整備

(iii)存続可能な制度の構築

(iv)貧困層を重視した革新の支援

(v) 社会的仲介の支援

　戦略は中央銀行、財務省、公共セクター

および民間セクターの商業銀行、協同組合、

非政府組織、大学、その他ドナー機関の500

名を超える代表との協議を経て作成された。

さらに、外部専門家および世界銀行、貧困

層支援協議グループ、そして多数の二国間

援助機関等の組織から意見を聴取した

（www.adb.org/Documents/Policies/
Microfinanceを参照）。
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非政府組織の金融機関への移行

　非政府組織（NGOs）を規制を受ける金融機関に移行させる動き

が、マイクロファイナンス業界の多様性に新たな要素をつけ加え

ている。1992年2月、ボリビアで零細企業育成財団（PRODEM）

がBancoSolに移行したのが最初である。1997年9月から2004

年末までに、カンボジア、インド、モンゴル、ネパール、パキスタ

ンとフィリピンで16件の移行が報告されている。数は少ないが、業

界に与える全体的な影響は大きい。いくつかの国では、移行した金

融機関がサービスの普及と収益性の両方で伝統的銀行を大きく上

回る実績を上げ、その多くはマイクロファイナンス機関のリー

ダー的存在となっている。これらの金融機関はガバナンスとリス

ク管理を改善し、預金や送金を含む幅広いサービスを提供し始め

たところも多い。業務拡大の財源として、社会的責任を重視する投

資家や、いくつかのケースでは民間セクターや国際金融公社を含

む幅広い資金源を活用している。移行したNGOが貧困層のための

活動から遠ざかるのではないかとの懸念も表明されているが、

ADBが 2004年に発表した調査報告書「小さなサクセス・ストー

リー?　非政府組織の金融機関への移行」では、移行によってマイ

クロファイナンス業界がより広汎な金融システムに統合されただ

けでなく、ほとんどのケースにおいてサービス普及の広さと深さ

の両面でプラスの効果があったと結論されている。アジアの移行

機関はほぼ例外なく、以前より多くの貧困世帯にサービスを提供

している。

市場全体におけるこれら銀行のシェアは40%を超えている。

インドネシアでは、庶民信用金庫が業務を拡大して貧困・低

所得世帯にサービスを提供するべく一丸となって取り組んで

いる 7。スリランカの地方信用組合銀行も、マイクロファイ

ナンス・サービスにおける役割を明らかに拡大している 8。

いくつかのアジア諸国では、新たなマイクロファイナンス銀

行や銀行以外の金融機関（ノンバンク）も登場している。ア

ゼルバイジャンでは、マイクロファイナンスを専門とする銀

行が最近設立された。フィリピンでは、ミンダナオ島の貧

困 ・ 低 所 得 世 帯 に サ ー ビ ス を 提 供 す る た め に

Micro Enterprise Bankが 2001年 10月に設立された。パ

キスタンのKhushhali Bankも業界への新規参入組で、興味

深い官民パートナーシップに基づく銀行である。同行は

2000年 8月に設立され、払込済み資本金 3,000万ドルは国

内の民間商業銀行12行、海外商業銀行 2行と国有商業銀行

2行が出資した9。東ティモールではADBのマイクロファイ

ナンス開発プロジェクトによる支援を受けつつ、東ティモー

ル・マイクロファイナンス機構が規制を受けるノンバンクと

して設立され、この新しい国におけるマイクロファイナンス

業界の空白を埋めることになった（右の囲み記事を参照）。

東ティモールの新たなマイクロファイナン
ス機関

　東ティモールでは1999年の内乱によって人口の半分が難民と化

し、家々やインフラが破壊され、貧困比率は 80%まで上昇した。

1999年10月25日、状況を安定させ、行政事務や警察や司法の機

能を回復させるため、国連東ティモール暫定行政機構（UNTAET）

が設立された。ドナーは同国の復興を支援するため、東ティモール

信託基金（TFET）への拠出を約束した。ADBはTFETのマイク

ロファイナンス業務を管理する責任を与えられた。ドナーは金融セ

クターにおいて、インドネシアの銀行がすべて撤退したために空白

が生じ、特に貧困世帯を対象とするサービス供給者が不足している

ことに気づいた。この問題に対応するため、ADBは援助を行った。

持続可能な政策および規制の枠組みを構築し、マイクロファイナン

ス銀行の設立についてフィージビリティ・スタディを行う技術援助

が提供された。

　東ティモール・マイクロファイナンス機構（IMFTL）は規制を

受ける準銀行機関として 2002年 5月、TFETから資本を得て設

立された。IMFTLは中央銀行の役割を果たす銀行・給与局の監督

のもと、3カ所の支店で営業している。業務は急拡大しており、特

に貯蓄の動員に成功している。2004年末時点で、活動中の貸付口

座は2,694件、貸付ポートフォリオの総額は90万7,000ドル、預

金口座は 8,627件、預金総額は 87万 3,000ドルであった。

　この生まれたばかりの銀行はマイクロファイナンスが非常に困

難な環境で営業しており、したがって深刻な問題に直面している。

信頼できる金融機関としての信用をコミュニティ内で確立したも

のの、内部統制を強化し、職員の技能と管理を改善し、戦略的パー

トナーを株主として引き入れてガバナンスを改善する必要があ

る。サービス普及の広さと深さはまだ限られており、IMFTLはそ

の問題に対応しているところである。IMFTLは2004年 2月にマ

イクロファイナンス格付け機関による格付けを受けたほか、外部

からの株式投資にふさわしいかどうかを判断するため、貧困層支

援協議グループおよびOikocredit（社会的責任を重視する国際マ

イクロファイナンス投資会社）から派遣された外部専門家チーム

の審査を受けた。一方、ADBは IMFTLの内部統制および持続可

能性の改善と貧困層へのサービス普及を目的とする能力開発支援

を続けている。

パプア・ニューギニアもADBの支援を受けて、2004年に

新たなマイクロファイナンス銀行 を設立した。タジキスタ

ン最初のマイクロファイナンス銀行は、同国で初めて包括的

業務を提供するマイクロファイナンス銀行として2004年7

月に営業を開始した。アフガニスタンでも新たなマイクロ

ファイナンス銀行が 2003年に設立された。
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　多くのアジア諸国において、協同組合はもともと貧困・低

所得世帯にサービスを提供するために設立されたが、徐々に

貧困層を排除してそれ以外の顧客に集中するようになった。

多くの協同組合は最近ADBその他のドナー機関の支援を得

て、マイクロファイナンス・サービスの持続可能な供給にむ

けて前進を始めた。フィリピンのマイクロファイナンス業界

で信用組合が関与を深めていることがその好例である。

ADBはキルギス（下記囲み記事を参照）とベトナムで信用

組合の発展を支援し、そのサービス普及活動を低所得者層に

拡大した。スリランカでは「地方金融セクター開発プロジェ

クト」を通じて地方協同組合銀行のマイクロファイナンス業

務の改善に注力している。

　2000年初頭以降の、自助団体の急成長と事業の急拡大も、

マイクロファイナンス業界の変貌に貢献している。この出来

事は主にインドに限られているが、自助団体は今や同国では

マイクロファイナンスの支配的なモデルとなっており、数が

キルギスの貯蓄信用組合制度の発展

膨大であるために広い意味での地域産業に影響を与えてい

る。2004年3月末時点で、自助団体の数は94万2,000にの

ぼる。典型的な自助団体の会員数は15～25人で、会員の貯

蓄を運用するのが基本である。信用業務を拡大するために外

部資金も供給される10。約7割はアンドラプラデシュ州、タ

ミルナードゥ州、カルナタカ州という南部の3州に集中して

いる。アンドラプラデシュ州だけで 540万人の女性を含む

43万 9,000の自助団体があり、全国総数の 47%を占める。

　伝統的な民間商業銀行が関与を深めていることで、域内マ

イクロファイナンス業界の変化がさらに強まり、マイクロ

ファイナンスとフォーマルな金融セクターの間にあった壁が

徐々に崩れつつある。少数の例外を除き、2000年以前の銀

行セクターにおいては、国有商業銀行のみが対象を絞った信

用供与などの助成プログラムを通じてマイクロファイナンス

に関与していた。これらの銀行の一部は現在も業務を続けて

いるが、民間セクターの商業銀行が低所得世帯のポテンシャ

　キルギスが1994年にADBに加盟したと

き、同国の金融状況は暗かった。国有の農

業銀行Agropromは解体しつつあった国営

農場セクターから巨額の不良債権ポート

フォリオを引き継ぎ、活動を停止しつつ

あった。新たに設立された商業銀行はごく

基本的なサービスしか提供していなかった。

いくつかの非政府組織が小口融資の実験を

始めていた首都ビシケク以外では、マイク

ロファイナンスはほとんど知られていな

かった。

　ADBは1996年、貯蓄信用組合（SCUs）

3社の試験的設立を支援した。この経験を

土台にして、ADBの「地方金融機関プロ

ジェクト」が 1997年に開始された。中央

機関の支援を得つつすべての農村地域で

サービスを提供する、地域密着型・会員所

有型金融機関のネットワーク構築が目的で

ある。これは野心的なプロジェクトで、前

例もほとんどなかった。ドナー調整の好例

ともいえ、ADBが主に転貸原資を提供し、

ドイツ政府が SCUの能力開発に無償資金

を提供した。

　キルギスでは 2004年 7月時点での免許

を受けたSCU303社が営業しており、活動

的会員数は2万7,181人であった。SCUは

同国のあらゆる地域に存在し、全体として

農業および農業関連産業に対する貸付のか

なりの部分を占めている。SCUは小口融資

機関で、平均貸付額は1万9,241ソム（約

450ドル）、平均会員数は93人、平均資産

規模は150万ソム（約3万4,300ドル）で

ある。SCU全体の貸付ポートフォリオ残高

（純額）は940万ドル、資産収益率は8.9%

であった。

　このプロジェクトは数々の困難に直面し

たが、そのいくつかは同国が市場経済移行

国であるという特殊事情から生じたもので

あった。他の問題の多くは、他の国で信用

組合が発展する際に生じたものと同様で

あった。懸念される主な分野は監督である。

現在はキルギス国立銀行が SCUの監督責

任を負っており、その業務を、拡大しつつ

あるマイクロファイナンス機関監督責任と

調和させつつある。国立銀行は当初、SCU

の預金受入に対して非常に保守的な態度を

とった。同国の金融システムが脆弱である

ことを考えればこのスタンスは理解できる

ものであったが、2003年から柔軟路線に

転換し、まず10社のSCUが試験的に預金

受入を許可された。ドイツの支援を受けて、

この試験プログラムは 2005年に拡大され

る予定である。

　SCUはまた1996年以降成長し、現在で

は当初以上の資本、経験、そして今後の成長

の土台となる安定した会員基盤を有してい

る。重要な課題は金融商品・サービスの開発

である。同時に、ネットワークをさらに開

発・統合していくこと（これは効果的な流動

性管理の開発を意味する）も重要である。さ

らに、SCUの経営陣と職員は技能を向上さ

せ、透明性を高め、ガバナンスを強化する努

力を続けていかなければならない。
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インド農村部の庶民向けATM
インド最大の民間商業銀行であるICICI Bankは伝統的な現金自動

預入支払機（ATM）を使って、主に都市部の富裕層および中流層

に金融サービスを提供している。ATMはしかし、10億人を超え

る人口の大半を占める辺鄙な農村部に住む貧困層・低所得層にサー

ビスを提供するには適さない。第1に、ATMには高い設備投資費

用と維持管理費がかかる。第2に、そしてより重要なことに、ATM

では比較的高額の真新しい紙幣が使われるので、農村部で主に使わ

れる小額紙幣やよれよれの紙幣を処理できない。

　ICICI Bankはインド工科大学チェンナイ校その他の助力を得て、

利用者が使いやすい、市場に合った低コストの農村用ATMを、自

家製の部品とプログラムを使って製作した。概算費用は約 800ド

ルである。このATMは農村部にありがちな厳しい気候条件や停電

に耐え、読み書きができない預金者や、暗証番号を使いたくない、

もしくは使えない預金者の身元を指紋によって確認する。

　この農村向け ATMは現在試験段階にある。その結果にもよる

が、ICICI BankはこのATMを使って何百万もの貧困家庭から貯

蓄を動員し、彼らに預金ツールを提供し、そしてもちろんであるが

収益を上げることを見込んでいる。

出典: ICICI Bank; Bellman, E. 2004. Cashing in on the

Masses. Far Eastern Economic Review. 8 July.

　他国の民間銀行もマイクロファイナンス市場に進出してい

る。フィリピンの Planters Bankはミンダナオ島のMicro

Enterprise Bank設立に指導的役割を果たし、2001年10月

時点では資本金の40%を握る大口株主であった。スリラン

カのHatton National BankとSeylan Bankはマイクロファ

イナンス業務を徐々に拡大している。モンゴルでは、民営化

された元国有の農業銀行（一般にはKhan Bankとして知ら

れる）が390カ所に支店を有し、マイクロファイナンス市場

の立役者になっている。ネパールでは、いくつかの民間商業

銀行がNGOから移行したマイクロファイナンス機関に投資

している。これらの出来事は、マイクロファイナンスに対す

る民間セクターの関与が深まっていることを示している。

　アジア・太平洋地域の代替金融機関（AFIs）も貧しい顧

客に手を伸ばしている。中国では3万5,000社ほどの地方信

用組合（RCCs）が、高水準の不良債権その他の営業問題が

あるにもかかわらず、預金を動員している。RCCの借入人

と預金者には同国の最も貧しい人々が含まれる。いくつかの

アジア諸国（バングラデシュ、中国、インド、スリランカ）

では郵便局の貯蓄銀行が、大いに必要とされている安全な預

金サービスを提供する上で大きな役割を果たしている11。他

の国では質会社がマイクロクレジット・サービスを提供して

おり、インドネシアがこの事例に該当する。長い歴史を持つ

国有の質公社（Perum Pegadaian）は全国を網羅する774の

支店と13の地域事務所を通じて幅広い顧客にサービスを提

供している。2003年には総額 10億ドルを超える 2,100万

件の貸付を行い、対象顧客数という点でマイクロクレジット

の大手供給者であった 12。これら機関の大規模なインフラ、

特に地方や遠隔地にある多数の店舗はサービス拡大の潜在能

力を提供する。ドナー機関と各国政府は、この潜在能力の活

用に特に注意を払う必要がある。ADBはこのことを念頭に

おきつつ、AFIsへの関心を強めている。RCCsの改革につ

いて中国政府と協力し、ラオスでは農業振興銀行の改革につ

いて政府を支援している。ADBは今後他の国のAFIsにも

注意を払い、サービス供給者の多様化と、これら機関が有す

るマイクロファイナンス・サービス拡大に向けた潜在能力の

活用をめざしていく。

　非金融機関もアジアのマイクロファイナンス業界に徐々に

進出しつつある。これはまだ重大な事件とはいえないが、そ

うした機関の参入によって当然ながら、多様性と発展の可能

性が増しつつある。フィリピンの携帯電話業界での出来事が

この可能性を示す好例であるが、これは近い将来に勢いを増

すトレンドの始まりにすぎないかもしれない。同国の大手携

ルを活用するために預金サービスを拡大するなど、関与を深

めつつある。ただし、商業銀行はこの主張を裏付けるデータ

を作成していない。

　より重要なことに、いくつかの国では民間商業銀行が直接

的関与を強め、マイクロファイナンス機関に資金を提供する

ようになっている。ABN-AMROは 2003年 9月、インド

でマイクロファイナンス業務を開始した。同じくインドの

ICICI Bankはこの新しいトレンドの中で重要な位置を占め

るが、それはマイクロファイナンス機関との取引量を増やし

ているだけではなく、この市場への関与を深めるに当たって

革新的なアプローチをとっているからである。ICICI Bank

はインド工科大学チェンナイ校の助力を得て、遠隔地に住む

小口預金者にサービスを提供する農村向け現金自動預入支払

機（ATM）をインドで初めて製造した（下の囲み記事を参

照）。営利目的で貧困層に接触することが目的である。これ

は貧困層にマイクロファイナンス・サービスを普及していく

上で良い兆候といえる。
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要なことに、定評ある会計事務所による外部監査を受け入

れるようになった。ウェブサイトを通じて業務に関する詳

しい情報を一般に提供しているところも多い。21

　マイクロファイナンス機関はまた、損益計算書の経費側

にも従来以上の注意を払うようになっている。1990年代に

は、顧客にとっては費用よりアクセスの方が重要であり、し

たがって費用を回収できる金利を適用できるという考えが

広く受け入れられていた。しかし、顧客のエンパワーメント

が進んで金融知識が高まり、いくつかの市場で競争が激化

し、マイクロファイナンス機関が自らの非効率を高金利と

いうかたちで顧客に転嫁しているのではないかとの懸念が

あることから、これらの機関は営業費の抑制に動いている。

最近の営業効率の改善は主にこれらの要素によるもので、

営業規模の拡大による影響はそれほどではない。

　ADB、貧困層支援協議グループとその他

多くのドナー機関はマイクロファイナンス

の商業化を訴えてきたが、この点について

マイクロファイナンス・コミュニティでの

コンセンサスはとれていない。マイクロ

ファイナンスの推奨者や実務関係者の多く

は、商業化が進めばマイクロファイナンス

機関は貧困層を見捨てるのではないかとの

懸念を表明しているが、そうした懸念は経

験的証拠に裏付けられていない。

　一般的に、商業化が貧困層にマイナスと

なるのであれば、商業化の結果としてマイ

クロファイナンス機関が貧しい顧客にサー

ビスを提供しなくなるか、貧困層向け商品

やサービスの質が悪化するか、商品やサー

ビスの価格が上昇しなければならないが、

マイクロファイナンスの商業化がこうした

結果に結びつくとは限らない。第 1に、商

業化は、マイクロファイナンス機関が準商

業的および商業的資金源から資金を得る能

力の強化につながる。マイクロファイナン

ス機関は商業的アプローチを通じ、時間を

かけて資本を蓄積すれば、市場において資

金を有効に活用できるようになる。さらに

重要なことに、マイクロファイナンス機関

が貧しい人々に必要とされる、より健全か

つ恒久的な組織になることが、商業的アプ

ローチによって保証される。さらに、商業

化により得られる効率性により、これらの

機関は競争力のある価格、より品質の高い

商品やサービスを顧客に提供できるように

なる。

　経験的証拠は商業化が貧困層のためにな

ることを示している。バングラデシュの社

会開発協会（ASA）は商業的アプローチで

業務を行っており、世界で最も効率の高い

マイクロファイナンス機関のひとつである。

ASAは強固な資本基盤を持ち、活動中の借

入人数は 1999 年末時点の 108万人から

2004年末には 277万人に増え、活動範囲

も拡大している。平均ローン残高は 2004

年末時点でわずか 75ドルであった。同様

に、インドのShare Microfin Ltd.でも活

動中の借入人が 1999年 3月の 1万 5,000

人から 2004年末には 43万 7,000人に増

えているが、2004年末時点の平均ローン

残高はわずか 83ドルであった。AMRET

（旧EMT）は商業的アプローチを用いて、現

在は 10万人を超える顧客にサービスを提

供している。2003年末時点の平均ローン

残高は61ドルであった。インドネシア庶民

銀行のユニット・デサは商業的アプローチ

を通じて預金サービスを大きく拡大し、

2004年末時点には農村部の預金口座数が

2,900万を突破した。これらの事例のすべ

てにおいて、サービスを受ける貧しい顧客

の数は劇的に増加した。さらに、商業的組

織はほとんどの非商業的組織よりも多くの

貧しい顧客にサービスを提供しているだけ

でなく、より幅広く質の高いサービスを提

供している。

　財政が安定している少数の大手機関は商業的資金源に移行

し、貸借対照表の負債に注意を払い、負債の構造を変えつつ

ある。NGOから移行した金融機関は、国際機関や公立の開

発銀行から株式投資をとりつけている。大手NGOはまた、

最近留保利益その他の準備金を増やしており、無償資金や補

助金への依存度を減らせるようになった。商業ベースあるい

は準商業ベースで活動する新しいタイプの資金供給者がこの

市場に進出し、積極的に顧客を捜している。これらの資金供

給者はマイクロファイナンス機関の財務状況をもとに無担保

ローンを提供する。いくつかのマイクロファイナンス機関は

すでにこれらの資金源から短期資金と中期資金を借り入れ始

めている 22。このトレンドの進展を支えるため、ADBは

2004年、財務が健全な成長志向のマイクロファイナンス機

関を対象とする投資会社 ShoreCap Internationalに対して

株式投資を行った。

商業化は貧困層にとってマイナスか?
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他のマイクロファイナンス機関も、ウェブサイトを通じて業務について多くの情報を提供している。

22 インドの Share Microfin Ltd.、フィリピンのCARD農村銀行、カンボジアのAMRETとモンゴルのXac Bankは、マイクロファイナンス機関に対す
る商業金融を専門としている世界でも数少ない投資会社のひとつであるDexia Micro-Credit Fundから借入を行っている。同社はルクセンブルクの法
人である。詳細についてはwww.blueorchard.ch.を参照。

23 Prahalad and Hammond（2002）はこの市場における利益獲得機会および数々の企業が潜在的収益性を戦略的に実現した方法を議論している。Prahalad
の新しい著書（2004）も同じ主題について他の事例を提供している。

これを効果的に行う方法は、民間セクターにとってのマイ

クロファイナンスの魅力を減じるような政府機関による

サービスの直接提供と最高金利の制限を避けることである。

政府はマイクロファイナンス機関に対する民間セクターの

投資を奨励し、マイクロファイナンス市場における組織的

多様性を確保するために、法律と規制の枠組みを改善すべ

きであり、また金融機関の監督機関にその能力があるかど

うか確認すべきである。さらに金融サービスの提供に関す

るリスクと取引費用の双方を低減するために、地方インフ

ラへの投資を増やし治安を改善することも重要である。現

在、制度化されたマイクロファイナンスのほとんどは比較

的施設の整った地域に限定されている。

　財務省や中央銀行その他の政府機関は、貧困・低所得世帯

に対するサービスを金融システムの不可分の一部として認

識する必要がある。国の人口の少数派のみを対象とするシ

ステムは容認できない。ADBの開発途上加盟国政府はすべ

て、非排他的な金融システムを中心目標とすべきである。こ

の目標を高く掲げてそれに向かって努力することは、政府

が金融の排他性に終止符を打ち、貧困を削減し、ミレニアム

開発目標を達成する助けとなるだろう。しかし、貧困層向け

金融サービスの飛躍的拡大につながりうる最も強い力はお

そらく、リスクや取引費用を低減する技術的変化から、そし

て国内金融市場の競争性を高める市場自由化と商品および

プロセスの革新からもたらされるだろう。


